
3 

 

第１章 策定にあたって 

１ 水道事業のあゆみ 

松山市は、愛媛県のほぼ中央、道後平野の北東部に位置する県都です。 

道後平野には、市内を東西に流れる重信川、石手川があり、古くから農業用水として、

また、その水系の地下水は水質良好な飲料水として利用されてきましたが、都市の発展、

人口の増加に伴い、上水道設置の要望が高まり、１９２８（昭和３）年に石手川水源計

画、１９３４（昭和９）年に重信川水源計画等を立案、開発を進めました。 

しかし、水利問題など困難な問題によって実施には至らず、１９４３（昭和１８）年

になってようやく温泉郡垣生村大字東垣生（現在の松山市東垣生町）地先の重信川  

に上水道、工業用水道兼用の水源として、上水２０，４７７ｍ３／日、工業用水 

４８，１２５ｍ３／日の水利権を獲得しました。そこで、１９４４（昭和１９）年８月、

主務省の許可を得て上水道の創設事業に着手しましたが、戦時、戦後の資金、資材の 

不足等により工事が遅れ、１９５３（昭和２８）年１月、ようやく工事の一部が完成、 

同年３月から給水を開始しました。 

その後、旧三津浜町や旧道後湯之町との合併などにより、人口の増加や市勢の進展に

伴う水需要の増加に対応するため、４次にわたる拡張事業を実施し給水区域を拡大する

とともに、市之井手浄水場、高井神田浄水場、かきつばた浄水場など施設整備を順次行

ったほか、水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）の認定を取得するなど、５０万

都市となった松山市を支える上水道となっています。 

 

                              

  

主 な 出 来 事

　旧三津浜町（三津地区）で給水開始

　旧道後湯之町（道後地区）で給水開始

　上水道の創設事業に着手

　松山市中心部への給水開始

　上水道第１次拡張事業に着手

　上水道第２次拡張事業に着手

　石手川ダム（国土交通省施設）が完成

　市之井手浄水場が完成

　上水道第３次拡張事業に着手

　高井神田浄水場が完成

　かきつばた浄水場が完成

　上水道第４次拡張事業に着手

　松山市・北条市・中島町が合併

　浄水管理センターに水質管理棟が完成

　「水道ビジョンまつやま２００９」の策定

　浄水管理センターが水道ＧＬＰ認定検査機関へ移行

　久谷地区簡易水道を上水道へ統合

　水道管路管理センターが完成

　「松山市水道事業建設改良基金」を設置

　北条浄水場と久谷浄水場が完成

年

１９３１年

１９３６年

１９４４年

１９５３年

１９６２年

１９６７年

１９７３年

１９７４年

１９７６年

１９７８年

１９８０年

１９８６年

２０１２年

２０１６年

２００５年

２００９年

２０１０年

２０１１年

図表１ 本市水道事業の主な出来事 
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２ 給水人口と給水量の推移 

本市の給水人口は、１９６２（昭和３７）年から１９９２（平成４）年にかけての 

４回に及ぶ拡張事業や２００５（平成１７）年１月の北条市と中島町との市町合併、 

２０１１（平成２３）年４月の久谷地区簡易水道事業の上水道事業への統合などにより

増加してきましたが、少子高齢化による行政人口の減少により、２０１４（平成２６）・

２０１５（平成２７）年度の４８万５,４００人をピークに減少に転じています。 

 また、給水量は、給水人口の増加に伴い、１９９３（平成５）年度までは右肩上がり

で増加していましたが、１９９４（平成６）年度の大渇水を契機とした節水意識の浸透

や節水型機器の普及に加え、度重なる渇水などの要因により、その後は、市町合併や簡

易水道統合により給水人口が増加したにも関わらず、約５，０００万㎥／年を前後しな

がら横ばいで推移し、２０１１（平成２３）年度以降は減少傾向となっています。 
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図表２ 本市の給水人口と給水量の推移 
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３ 建設改良費と料金収入の推移 

本市の水道は、１９６２（昭和３７）年度以降、給水人口の増加による水需要をまか

なうため、４次にわたる拡張事業を実施してきました。特に、第３次拡張事業では、１

日最大計画給水量を、それまでの１０万５,０００㎥から１９万㎥へとほぼ倍増させる

必要がありました。 

これにより、本市の建設改良費は、１９７７（昭和５２）年度以降、大幅に増加した

ことに加え、１９８２（昭和５７）年度からは、国の財政支援を受け、石綿セメント管

の布設替えを実施したことで、１９９９（平成１１）年度までの間は右肩上がりで増加

しました。その後は、市町合併後の北条地区への設備投資に加え、２００７（平成１９）

年度から震災対策事業として水道施設の耐震化に取り組んできたことで、建設改良費は

２０１１（平成２３）年度から再び増加しています。 

一方、本市の水道料金は、給水エリアが順次拡大した水道事業の運営費をまかなうた

め、１９８１（昭和５６）年４月と１９８４（昭和５９）年４月に大幅な料金値上げを

実施したほか、１９９４（平成６）年度の大渇水を契機として節水意識の浸透や節水型

機器の普及などにより料金収入が減少したため、１９９６（平成８）年４月と２００１

（平成１３）年４月に料金値上げを行いました。 

しかし、その後は、職員数の削減や高金利企業債の繰上償還など水道事業の経営基盤

改革に取り組んできたことで健全な経営を維持しており、消費税率の引上げに伴う改定

などを除くと１７年間実質的な料金値上げを行うことなく、１２年連続で黒字経営を続

けています。 
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図表３ 本市の建設改良費と料金収入の推移 
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４ 水道施設の概要 

 主な水道施設の状況は、次のとおりです。【２０１７（平成２９）年度末現在】 

＜浄水・配水施設＞ 

 浄水場 ９か所、 配水池 ３４か所、 ポンプ場 １７か所 

＜管路＞ 

 導水管 ３９．７ｋｍ、 送水管 １０４．３ｋｍ、 配水本管 １１８．７ｋｍ 

 配水支管 １,９７５．０ｋｍ 【総延長】 ２，２３７．７ｋｍ 
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「伊予市」 
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♨ 
 
◎主な施設 

      浄水場    ９か所 

      配水池   ３４か所 

      ポンプ場  １７か所 

◎現在給水している地域 

     市之井手浄水場系 

     高井神田浄水場系 

     かきつばた浄水場系 

     垣生浄水場系 

     院内浄水場・北条浄水場系 

     中野浄水場・久谷浄水場系 

 

凡例 

 

図表４ 松山市上水道給水区域図 
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５ 水道ビジョンまつやま２００９の進捗状況 

 「水道ビジョンまつやま２００９」で掲げた５つの目標を達成するための取り組みの

達成度合いを表わす「管理指標」について、中間報告を行った２０１３（平成２５）年

度の実績と直近の２０１７（平成２９）年度の実績は、以下のとおりです。 

 

（１） 安全で安心できる水の安定供給を目指します 

 管理指標として、「有収率」「管路の更新率」「クリプトスポリジウム予防対策浄水施

設整備率」を定め、目標達成に向けて取り組みました。 

 

 

 

 給水量に対する有収水量の割合を示す「有収率」は、計画期間中も引き続きトップレ

ベルの水準である９６％を維持することとしました。 

進捗状況は、漏水調査による漏水箇所の早期発見・早期修繕を継続するとともに、 

２０１１（平成２３）年に統合した久谷地区簡易水道の老朽化した水道管の布設替えを

行うなど、漏水防止対策を強化・推進してきたことで、直近の２０１７（平成２９）年

度でも有収率は高い水準を維持しています。 

 

 

 

水道管の更新ペースを示す「管路の更新率」は、延長が２,２００ｋｍ余りある水道管

を６０年間で更新する計画として１．７０％を目標としました。 
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図表５ 有収率 

図表６ 管路の更新率 

年度 

年度 
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進捗状況は、国庫補助金を活用して久谷地区の老朽化した水道管の布設替えを集中的

に実施したことで２００８（平成２０）年度の０．７３％から、２０１３（平成 

２５）年度には１．０５％（９５年間で更新するペース）まで向上しました。 

しかし、その後は老朽化した水道管の更新に対する国庫補助金などの財源措置が十

分でなかったことから、目標の達成は難しい状況です。 

 

 

 人体に取り込まれると下痢などの健康被害を引き起こす恐れのあるクリプト 

スポリジウム（病原微生物）対策の設備をすべての浄水場に整備する目標については、 

２０１６（平成２８）年度に１００％を達成することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 地震などの災害に強い水道を構築します 

 管理指標として、「配水池耐震施設率」「基幹管路の耐震適合率」「危機管理行動マニ

ュアル（震災対策版）策定状況」を定め、目標達成に向けて取り組みました。 
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【今後の課題】 

○老朽施設の計画的な更新、 ○水道管の適切な維持・更新 

○人口減少を踏まえた施設の再構築 

  ○水道未給水地区等の上水道への統合 

図表７ クリプトスポリジウム予防対策浄水施設整備率 

図表８ 配水池耐震施設率 

年度 

年度 
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 配水池の耐震化を進めることで、地震が起きたときでも貯水されている水道水を有効

に活用できることから、２００８（平成２０）年度には２８％とかなり低い水準にあっ

た配水池耐震施設率を１０年間で１００％にすることを目標としました。 

進捗状況は、２０１３（平成２５）年度までに市之井手配水池（１９，５００ｍ３）

の耐震化が完了したのに続き、鷹子第１・第２配水池や東野配水池などの耐震化が完了

し、２０１７（平成２９）年度実績では７６.０％まで向上しています。 

 なお、目標である１００％の達成時期は、埋蔵文化財の発掘などで工程に大幅な遅れ

が生じたため、２０２０年度になる予定です。 

 

 

 

 本市では、導水管、送水管及び口径が３００ｍｍ以上の配水管を「基幹管路」と定義

し、その延長は約２６３ｋｍになります。「基幹管路の耐震適合率」は、最大規模の地

震動に耐えうる条件で整備されている基幹管路の割合を示すもので、２００８（平成 

２０）年度には１４．７％と、中核市平均より低かったことから、１０年間で２０ポイ

ント向上させ、３５％にすることを目標としました。 

進捗状況は、２０１３（平成２５）年度までの５年間で８.９ポイント向上し２３.６％

となり、その後、２０１７（平成２９）年度までの４年間で１０.８ポイント向上し 

３４.４％になったことで、２０１８（平成３０）年度には目標の３５％を達成する見込

みです。 
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図表９ 基幹管路の耐震適合率 

図表１０ 危機管理マニュアル（震災対策版）策定状況 

年度 

年度 
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 災害時の対応能力をより実効性の高いものとするため、危機管理行動マニュアル（震

災対策版）を充実させていくことを目標としました。 

進捗状況は、２００９（平成２１）年度に「地震対策マニュアル」の応急給水編と応

急復旧編を、また２０１３（平成２５）年度には職員１人ひとりの役割を明確にした「水

道施設事故対応マニュアル」を策定し、これらに基づき定期的に訓練を重ねることで、

危機管理体制の充実に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 健全な運営基盤を維持・強化します 

 管理指標として、「資産維持率」「内部研修時間」を定め、目標達成に向けて取り組み

ました。 

 

 

 

 ２００８（平成２０）年３月改訂の「水道料金算定要領」では、全国の平均的な水道

事業者において、今後の更新・再構築事業を円滑に推進し、永続的な給水サービスの提

供を確保できる水準として「資産維持率３.０％」が標準とされました。 

そこで、本市でも２００９（平成２１）年度から資産維持率方式に変更し、段階的に

引き上げていくことで２０１８（平成３０）年度の目標値を資産維持率３.０％とし、原

価算入による所要資金の確保を目指すことにしていました。 

しかし、資産維持率を短期間で大きく引き上げることは、財政収支に少なからぬ影響

を与え、料金水準の引き上げ要因にもなりかねないことから、ビジョンの中間報告で見

直しを行い、当面は２.５％を目標とするものの、安定した経営基盤を維持していくうえ
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【今後の課題】 

○中核市平均より低い基幹管路の耐震適合率の向上 

○重要施設への給水ルートの確保 

○応急給水拠点の整備 

○危機管理体制の強化 

 

図表１１ 資産維持率 

年度 
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では、３．０％までの引き上げも検討していきたいと考えています。 

進捗状況は、２００９（平成２１）年度に０.１ポイント引き上げ２.３％としました

が、それ以降は節水型機器の普及拡大などにより水道料金収入の伸びが見込めないこと

や、施設整備に伴い減価償却費が増加したことから、資産維持率の引き上げを見送らざ

るを得ない結果となっています。 

 

 

 

 今後は、団塊世代の大量退職に伴い、経験豊富な職員が大幅に減少していきます。 

そこで、これまで蓄積してきた技術やノウハウを着実に継承できるよう、研修・訓練

を通じて人材を育成するため、「内部研修時間」を２００８（平成２０）年度の９．１

時間から２０１８（平成３０）年度には１６時間にすることを目標にしました。 

 進捗状況は、「松山市公営企業局職員育成計画」に基づき、経験豊富な職員が講師と

なり経験年数が浅い職員を対象に基礎的・理論的研修や水道管路管理センターの訓練施

設で実技講習などに取り組んでいます。 

しかし、通常業務の中での研修実施は日程的な制約も多く、目標とした１６時間は達

成しがたかったため、不足する時間は、外部研修を効果的に活用することで補えるよう

努めています。 

  

 

 

 

 

 

 

（４） お客さまとの対話を大切にする水道づくりに努めます 

 管理指標として、「水道施設見学者割合（千人当たり）」「モニタ割合（千人当たり）」

を定め、目標達成に向けて取り組みました。 
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【今後の課題】 

○健全財政の堅持 

○マンパワー不足の改善 

 

図表１２ 内部研修時間 

年度 
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 水道事業についてお客さまに知っていただくには、広報・広聴活動を充実させていく

ことが重要であることから、２０１０（平成２２）年７月に楽しく遊びながら学べる施

設「水と人のみらい館」を市之井手浄水場内にリニューアルオープンしました。 

こうした水道資料館と水道水を造っている浄水場を見学した人数の給水人口に対す

る割合を示す「水道施設見学者割合」は、２００８（平成２０）年度実績の２,７９０人

（５．９人／千人）から年間１,０００人の増加を目標として取り組んだ結果、２０１３

（平成２５）年度実績では４,０６９人（８．４人／千人）となり、より多くの方に遊び

などの体験を通して水道事業を身近に感じてもらえています。 

 

 

 

 多様化する水道使用者のニーズを把握するため、本市でも水道モニター制度を活用し、

モニターの皆さんから意見や要望などをいただくことで、お客さまサービスの向上につ

なげています。そこで、給水人口に対するモニター数を示す「モニタ割合」を２００８

（平成２０）年度実績から倍増させることを目標とし、親子モニターを増やすなど幅広

い世代の方に参加いただいた結果、２０１３（平成２５）年度・２０１７（平成２９）

年度実績ともに目標を達成しています。 
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【今後の課題】 

○戦略的な広報活動の実施 

○お客さまサービスの向上 

 

図表１３ 水道施設見学者割合（千人当たり） 

図表１４ モニタ割合（千人当たり） 

年度 

年度 
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（５） 環境にやさしい水道を目指します 

 管理指標として、「（節水目標）１人１日当たり給水量」「給水量１㎥当たりＣＯ２排出

量」を定め、目標達成に向けて取り組みました。 

 

 

 本市では、市民や企業、行政が一体となって「節水型都市づくり」を進めており、市

民一人ひとりの高い節水意識により、「１人１日当たり給水量３００ℓ」の節水目標は、

２００８（平成２０）年度以後、継続して達成しています。 

 

 

 

 水道事業が環境に与える負荷を小さくするため、ＣＯ２排出量を実排出係数により換

算した「給水量１ｍ３当たりＣＯ２排出量」を２００８（平成２０）年度実績から減少さ

せることを目標としました。 

取り組みの結果、２０１７（平成２９）年度の電力使用量は２００８（平成２０）年

度より１％削減できたものの、全国的な原子力発電の停止に伴う火力発電割合の増加の

影響から、本市でも２００８（平成２０）年度より実排出係数が大幅に増えたため、目

標値の達成は困難な状況となっています。 
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【今後の課題】 

○再生可能エネルギーの利用 

○資源の有効利用 

 

図表１５ （節水目標）１人１日当たり給水量 

図表１６ 給水量１㎥当たりＣＯ２排出量 
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